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都市計画道路の変更（末広新郷線ほか１４路線） 

１．都市計画決定の概要 

区分 名称 変更内容 

川口市道路網計画 

において「見直し候補」

「廃止候補」として抽出

されている路線 

3・3・32号 末広新郷線（県決定） 幅員の縮小（4車線 27m→2 車線 12～16m） 

3・5・83号 本蓮通り線（県決定） 幅員の拡幅（2車線 14m→2 車線 18m） 

3・3・89号 峯東通り線（県決定） 幅員の縮小（2車線 22m→2 車線 16m） 

3・3・90号 峯中通り線（市決定） 廃止 

上記４路線に 

接続する路線 

3・3・9号  浦和東京線（県決定） 交差点計画の変更 

3・5・18号 川口王子線（県決定） 交差点計画の変更 

3・5・23号 戸田草加線（市決定） 交差点計画の変更 

3・6・36号 仁志町領家町線（市決定） 交差点計画及び延長の変更 

3・3・49号 日光東京線（県決定） 交差点計画の変更 

3・4・80号 新郷南通り線（市決定） 交差点計画の変更 

3・4・84号 新堀榛松線（市決定） 交差点計画及び延長の変更 

3・4・85号 峯榛松線（市決定） 交差点計画及び延長の変更 

3・5・86号 東本郷榛松線（市決定） 交差点計画及び延長の変更 

8・6・9号  新郷自転車歩行者専用道路 

5号線（市決定） 
交差点計画及び延長の変更 

8・6・12号 新郷自転車歩行者専用道路 

8号線（市決定） 
交差点計画及び延長の変更 

２．都市計画決定と都市計画変更の理由 

都市計画道路末広新郷線は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、昭和２９年３月３１日に２車線

１２ｍで都市計画決定され、その後平成８年４月５日に４車線２７ｍに都市計画変更を行いました。しかしな

がら、近年の社会情勢は大きく変化し道路計画を取り巻く環境も変わっていることや、全区間を４車線で整備

せずに交差点改良やバスベイ（バス停車スペース）を設置することにより、将来交通需要におおむね対応でき

ることが予想できるため、実現可能で効率的な整備に向けた適切な車線設定を行い、末広新郷線の車線数を４

車線から２車線に縮小するものです。 

都市計画道路本蓮通り線、峯中通り線、峯東通り線は、末広新郷線に接続する都市計画道路として、平成８

年４月５日に都市計画決定されました。 

本蓮通り線については、末広新郷線の幅員縮小に伴い、交通の円滑化を図るため、幅員を拡幅するものです。 

峯東通り線については、末広新郷線の幅員を縮小することから、連続性を確保するため、幅員を２２ｍから

１６ｍに縮小し、円滑な交通処理のため、交差点改良などの環境改善を図ります。 

峯中通り線については末広新郷線の車線数を４車線から２車線に縮小することに伴い４車線ネットワーク

が不要となることから、計画を廃止するものです。 

他１１路線については、末広新郷線、本蓮通り線、峯東通り線、峯中通り線の変更に伴い、交差点計画及び

延長を変更するものです。 

３．変更手続きスケジュール（案） 

令和５年１０月１４日～１０月２１日  住民説明会 

令和６年４月中旬（予定）        案の公告・縦覧 

令和６年５月中旬（予定）       川口市都市計画審議会（市決定路線） 

令和６年７月中旬（予定）       埼玉県都市計画審議会（県決定路線） 

令和６年９月初旬（予定）       決定告示・縦覧公告 
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都市計画道路の見直し ≪末広新郷線他 14路線の考え方≫ 

末広新郷線他 14路線の考え方 
・都市計画道路末広新郷線、本蓮通り線、峯東通り線の幅員変更と峯中通り線の廃止を検討。 
・上記４路線の変更に伴い、接続する 11路線の交差点計画や路線延長の変更を行う。 

都市計画変更の理由及び内容 
・末広新郷線 
都市計画道路末広新郷線は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、平成８年４月５日
に都市計画決定され、その後平成８年４月５日に４車線２７ｍに都市計画変更を行った。 
しかしながら、近年の社会情勢は大きく変化し道路計画を取り巻く環境も変わっていることや、
全区間を４車線で整備せずに交差点改良やバスベイ（バス停車スペース）を設置することにより、
将来交通需要におおむね対応できることが予想できるため、実現可能で効率的な整備に向けた適
切な車線設定を行い、末広新郷線の車線数を４車線から２車線に縮小するもの。 

①３・５・２３号 戸田草加線（市決定）     
②３・６・３６号 仁志町領家町線（市決定） 
③３・５・１８号 川口王子線（県決定） 
④３・３・４９号 日光東京線（県決定） 
⑤３・３・３２号 末広新郷線（県決定） 
⑥３・４・８０号 新郷南通り線（市決定） 
⑦３・５・８３号 本蓮通り線（県決定） 
⑧３・５・８６号 東本郷榛松線（市決定） 

路線一覧 

⑨３・４・８４号 新堀榛松線（市決定） 
⑩８・６・９号  新郷自転車歩行者専用道路５号線 
⑪３・３・９０号 峯中通り線（市決定） 
⑫３・４・８５号 峯榛松線（市決定） 
⑬８・６・１２号 新郷自転車歩行者専用道路８号線 
⑭３・３・８９号 峯東通り線（県決定） 
⑮３・３・９号  浦和東京線（県決定） 

計１５路線 

十二月田交差点

新郷蓮沼交差点

横道交差点

⑦本蓮通り線 

⑩新郷自転車歩行者 
専用道路 5号線 

⑪峯中通り線 

⑬新郷自転車歩行者 
専用道路 8号線 

⑭峯東通り線 

：変更対象路線 

：変更箇所 
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・本蓮通り線 
  末広新郷線の幅員縮小によって新郷蓮沼交差点に影響が出ることから、交通の円滑化を図るた
め、幅員を拡幅する。 
・峯東通り線 
末広新郷線の幅員を縮小することから、連続性を確保するため、幅員を２２ｍから１６ｍに 
縮小し、円滑な交通処理のため、交差点改良などの環境改善を図る。 
・峯中通り線 
  末広新郷線の車線数を４車線から２車線に縮小することに伴い４車線ネットワークが不要と 
なることから、計画を廃止する。 
・他 11 路線 
  末広新郷線、本蓮通り線、峯東通り線、峯中通り線の変更に伴い、交差点計画及び延長を変更 
する。 

都市計画変更の内訳 

番号 内容 対象路線 

１ 
都市計画道路の幅員を縮小、
拡幅、または計画を廃止する
路線 

⑤3・3・32 号 末広新郷線（4車線 27m→2車線 12～16m）
⑦3・5・83 号 本蓮通り線（2車線 14m→2車線 18m） 
⑪3・3・90 号 峯中通り線（廃止） 
⑫3・4・85 号 峯榛松線 
⑭3・3・89 号 峯東通り線（2車線 22m→2車線 16m） 

２ 

都市計画道路の始点または
終点が１の路線に接続して
おり、１の計画変更に伴い路
線延長及び交差点計画の変
更を行う路線 

②3・6・36 号 仁志町領家町線 
⑧3・5・86 号 東本郷榛松線 
⑨3・4・84 号 新堀榛松線 
⑩8・6・9号  新郷自転車歩行者専用道路５号線 
⑬8・6・12 号 新郷自転車歩行者専用道路８号線 

３ 

都市計画道路が１の路線と
交差しており、１の幅員変更
に伴い交差点計画の変更を
行う路線 

①3・5・23 号  戸田草加線 
③3・5・18 号 川口王子線 
④3・3・49 号 日光東京線 
⑥3・4・80 号 新郷南通り線 
⑮3・3・9号  浦和東京線 

計 15 路線 

１ ２ ３
：変更前区域      ：変更後区域 
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